
2月28日からの取り扱い 3月1日からの取り扱い

(1)３月２日からの臨時業期
間

通常勤務 通常勤務（変更なし）

(2)感染した教職員 病気休暇又は年休 職免

(3)教職員が停留の対象と
なった場合

職免 職免（変更なし）

(4)教職員・家族等が感染の
おそれがある場合

職免
【保健所等から外出自粛等の要

請を受けた場合】

　　　　　　職免
【左記に加え発熱等の風邪（※1）
により、勤務しないことがやむを
得ないと認められた場合】

(5)児童生徒等の感染確認に
よる臨時休業

職免 職免（変更なし）

(6)児童生徒等が濃厚接触者
として確認された　ことによ
る一部休業

職免 職免（変更なし）

(7)学校の臨時休業等により
子の世話が必要になった場合

子の看護休暇
【1会計年度で付与される5日間
（2人以上養育する職員にあって

は10日間）の範囲内】

職免
【勤務しないことがやむを得ない
と認められた場合（※2）】

新型コロナウイルス感染症に関する服務の取り扱いの変更について

府
労
組
連
（
大
教
組
、
府
職
労

等
で
構
成
）
は
、

①
２
月
２
０
日
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
対
策
に
よ
る
職
員
の
安

全
と
労
働
条
件
の
確
保
、
府
民
の

安
全
・
安
心
を
守
る
に
ふ
さ
わ
し

い
職
員
配
置
を
求
め
る
申
し
入
れ
」

を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
２
月
２
７
日
に
は
、
安

倍
首
相
が
突
如
、
全
国
全
て
の
小

学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
特

別
支
援
学
校
の
臨
時
休
校
を
要
請

し
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
に
お
い
て
出
勤
す
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
の
休
暇
の
取
扱
い
に

つ
い
て
（
３
月
１
日
、
総
務
省
）

（
３
月
２
日
、
文
部
科
学
省
）
」
通

知
が
発
出
さ
れ
る
中
、

②
左
記
の
表
に
あ
る
「
緊
急
申
し

入
れ
」
を
行
い
ま
し
た
。

そ
れ
に
対
し
、
府
当
局
は
下
記

の
よ
う
な
「
服
務
の
取
り
扱
い
の

変
更
に
つ
い
て
」
を
出
し
ま
し
た
。

【
府
教
委
と
の
確
認
事
項
】

★
(4)
の
発
熱
等
の
風
邪
症
状
に
つ

い
て
は
、
医
療
機
関
の
診
断
書
が

な
く
て
も
、
自
主
判
断
で
認
め
ら

れ
る
。

★
(7)
の
※
２
の
「
事
由
・
・
記
載

す
る
」
に
つ
い
て
は
、
小
学
生
以

下
の
場
合
は
、
「
子
の
世
話
が
必

要
で
あ
る
」
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。

中
高
生
の
場
合
は
「
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
事
由
」
の
記
載

が
必
要
と
な
る
。

（
※
1
）
発
熱
や
の
ど
の
痛
み
、
咳

が
長
引
く
こ
と
（
１
週
間
前
後
）
、

強
い
だ
る
さ
（
倦
怠
感
）
等

（
※
２
）
当
該
子
が
中
学
校
就
学
の

始
期
に
達
し
て
い
る
場
合
（
特
別

支
援
学
校
に
在
籍
す
る
子
を
除
く
）

に
あ
っ
て
は
、
職
免
願
の
理
由
欄

に
当
該
や
む
を
得
な
い
事
由
に
つ

い
て
記
載
す
る
。

（
注
意
事
項
）
な
お
、
職
免
の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
非
常
勤
補
助
員

に
つ
い
て
も
同
様
。

ま
た
、
非
常
勤
講
師
に
つ
い
て

は
、
上
記
職
務
に
専
念
す
る
義
務

の
免
除
に
準
じ
た
特
別
休
暇
（
有

給
）
を
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
。
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おかしい！
全国一斉休校

来年度の大阪府「チャレンジテスト」の中止を求めます

２０２０年３月２日

大阪府知事 吉村 洋文 様

大阪府関連労働組合連合会
執行委員長 藤川 真人

１ 感染拡大防止の観点から微熱が
ある職員（非常勤職員も含む）
などが無理して出勤することなく、
病気休暇を取得できるように病気
休暇の取得を促し、診断書の提出
要件をなくすこと。

２ 小学校の休校等に伴い、小学生
（特に低学年や障害児等）の子の
いる職員（非常勤職員も含む）
に対し、柔軟に休暇取得ができる
よう子の看護休暇の日数拡大、
特別休暇の付与等の緊急対応を
行うこと。

３ 健康医療部、保健所、子ども家庭
センターの体制強化のため、保健
師、ケースワーカーを含む職員の
大幅増を行うこと。

４ 健安研、府立病院への体制強化の
ための必要な予算措置を行うこと。

以上

新型コロナウイルス
感染拡大防止に
かかわる緊急申入れ

【3月2日】


